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市からの連絡帳

 届　出 

■市民カードの引替窓口開設
　時 ・　場 
１１月７日松、２１日松・保谷庁舎
１１月１４日松、２８日松・田無庁舎
各日とも午前９時～午後５時
興手続きに必要なもの
①印鑑登録証、ほうや市民カード、
西東京市民カードのうちいずれかお
持ちのもの　②官公署の発行した顔
写真付の身分証明書（運転免許証、
旅券、住基カードな

ど）
※暗証番号を登録または変更する場
合は、必ず本人が来庁してくださ
い。
※破損カードを引替える場合の本人
確認は、健康保険証や年金手帳、社
員証などでも可。
※官公署の発行した顔写真付の身分
証明書をお持ちでない方が暗証番号
を登録する場合、照会方式（再度来
庁が必要）と、即日登録のできる保
証人登録制度があります。
※代理人による引替申請は、代理人
選任届（本人自筆、登録印を押印し
たもの）と代理人の本人確認のでき
るものが必要です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 税 

■固定資産税の減額
■住宅のバリアフリー改修
　平成１９年１月１日以前から市内に
所在する家屋（賃貸住宅を除く）に
バリアフリー改修工事を行い、下記
要件を満たしている場合、改修工事
が完了した年の翌年度分における当
該家屋に係る固定資産税を住宅面積
１００㎡まで３分の１減額します（都市
計画税は含まれません）。
興減額要件
①６５歳以上の方および要介護もしく
は要支援の認定を受けている方なら
びに障害をお持ちの方が居住する家
屋であること（賃貸住宅を除く）
②平成１９年４月１日～平成２２年３月
３１日に一定のバリアフリー改修工事
を行うこと
③改修工事後３か月以内に資産税課
（田無庁舎４階）まで申告すること
④バリアフリー改修工事に要した費

用が３０万円以上であること（補助金
等を除く自己負担額）
⑤現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない家屋で
あること
興必要書類
①住宅のバリアフリー改修に伴う固
定資産税の減額適用申告書
②バリアフリー改修工事に要した費
用の領収書、改修工事の内容等を確
認できる書類（工事明細書、現場の
写真な

ど）
③納税義務者の住民票の写し
④改修住宅にお住まいの方により次
のいずれかの書類
敢居住者が６５歳以上の場合は、その
方の住民票の写し
柑居住者が要介護または要支援を受
けている場合は、その方の被保険者
証の写し
桓居住者が障害をお持ちの場合は、
その方の障害者手帳の写し
※補助金等の交付を受けた場合は、
交付を受けたことを確認することが
できる書類
興一定のバリアフリー改修工事とは
　廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室改良、便所改良、手すりの設置、
屋内の段差の解消、引き戸への取替
え工事、床表面の滑り止め化
■住宅の省エネ改修
　平成２０年１月１日以前から市内に
所在する住宅（賃貸住宅を除く）に
省エネ改修工事を行い、下記要件を
満たしている場合、改修工事が完了
した年の翌年度分における当該家屋
に係る固定資産税を住宅面積１２０㎡
まで３分の１減額します（都市計画
税は含まれません）。
興減額要件
①平成２０年４月１日～平成２２年３月
３１日に一定の省エネ改修工事（熱損
失防止改修）を行うこと
②改修工事後３か月以内に資産税課
（田無庁舎４階）まで申告すること
③熱損失防止改修工事に要した費用
が３０万円以上であること
④現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない家屋で
あること
興必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定
資産税の減額適用申告書
②熱損失防止改修工事証明書
③熱損失防止改修工事に要した費用

の領収書
④納税義務者の住民票の写し
興一定の熱損失防止改修工事とは
　窓、床、天井、壁の断熱性を高め
る改修工事であること（外気などと
接するものの工事に限る。窓の改修
工事を含めた工事であることを必須
とする）。
■住宅の耐震改修
　昭和５７年１月１日以前から市内に
所在する住宅に耐震改修工事を行
い、下記要件を満たしている場合、
改修工事が完了した年の翌年度分に
おける当該家屋に係る固定資産税を
住宅面積の１２０㎡まで２分の１減額
します（都市計画税は含まれませ
ん）。
興減額要件
①改修工事後３か月以内に資産税課
（田無庁舎４階）まで申告すること
②耐震改修工事に要した費用が３０万
円以上であること
興減額期間
①平成１８年１月１日～平成２１年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら３年間
②平成２２年１月１日～平成２４年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら２年間
③平成２５年１月１日～平成２７年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら１年間
興必要書類
①耐震基準適合住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書　②耐震改修工
事証明書　③耐震改修工事に要した
費用の領収書
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 国保・年金 

■国民健康保険と交通事故
　国民健康保険に加入している方が
交通事故などで傷害を受けた場合で
も、国民健康保険で医療機関に受診
することができます。
　しかし、本来はその費用は加害者
が負担すべきものなので、国民健康
保険は一時立て替えをし、後で加害
者に請求することになります。
　交通事故にあったらすぐに警察に
届け出をしてください。また、国民
健康保険証を使用する場合、健康年
金課に必ず届け出てください。国民
健康保険で治療を受ける時は、「第

三者行為による傷病届」などの書類
の提出が必要になります。
□届出に必要なもの　
①国民健康保険証　②印鑑　③交通
事故証明書（後日でも可）　④第三者
行為による傷病届他届出書一式（健
康年金課にあります）
～示談は慎重に～
　加害者と示談が成立すると、示談
の内容が優先され、国保から加害者
に請求できなくなる場合がありま
す。示談を結ぶ時は、ご注意を。
～交通事故にあった時の心得～
①あわてずに、落ち着いて状況を判
断　②救護を優先　③相手の確認
（車のナンバー、型、色、名称、運
転者の氏名・住所・免許証、車検証、
電話、任意保険加入の有無、営業用
の車は会社名・所在地な

ど）　④目撃者
への協力　⑤警察へ届け出　⑥市役
所へ届け出　⑦必ず医療機関を受診
　詳しくは、お問い合わせを。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■年金を受けている方が亡く
なられたときは届出が必要
　年金を受けている方が亡くなられ
たときは、「年金受給権者死亡届」の
提出が必要です。
　また、年金は亡くなった日の属す
る月まで受けられますので、未払い
の年金がある場合は「未支給年金・
保険給付請求書」も合わせて、最寄
りの社会保険事務所に提出してくだ
さい。
　未払いの年金を受けられる遺族の
方は、年金を受けていた方の死亡当
時、生計を同じくしていた配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と
なります。
　なお、「年金受給権者死亡届」の提
出が遅れると年金がそのまま支払わ
れ、後日、遺族の方より年金を返納
していただくことになりますので、
ご注意ください。
　死亡届や未支給年金の請求に関す
るお問い合わせは、ねんきんダイヤ
ルまたは、社会保険事務所へ
　問 ねんきんダイヤル（札０５７０－０５－
１１６５）※ＩＰ電話・ＰＨＳからは
（札０３－６７００－１１６５）
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

　総務省では、１０月１日から経済的な理由などで地上デジ
タル放送を見ることができない世帯に対して、簡易なチュ
ーナーを無償給付するなどの支援を開始しました。
　対 生活保護などの公的扶助を受けている世帯、市町村民税
非課税の障害者のいる世帯、社会福祉事業施設入所者の
方々で、ＮＨＫ受信料全額免除となっている世帯
※ＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けること
が必要です。
※支援は現物給付です。すでに購入されたチューナー、ア
ンテナ改修などの費用を清算することはできません。
□受付期限　１２月２８日捷
　申 ・　問 総務省地デジチューナー支援実施センター
（札０５７０－０３３－８４０）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　総務省では、集合住宅等（アパート、マン
ション）の共同テレビ受信施設や建造物等に
よる受信障害対策として設置された共同受信
施設を地上デジタル放送に対応するように改
修する際、費用負担が過重（世帯当たりの負
担額が３万５０００円以上）となる場合に、その
費用の一部（最大で２分の１）を国が助成す
る制度がスタートしています。
　この支援制度は、総務省テレビ受信者支援
センターを通じて行われています。なお、助
成を受けようとする場合は、改修工事を行う
前に助成申請をする必要があります。
　また、対象となる施設や申請手続きなどに
ついては、デジサポ　HP  http://digisuppo.jpで

地上デジタル放送を見るための簡易なチューナ
ー給付などの支援～１２月２８日捷まで受付～

集合住宅等の共同テレビ受信施設・築造物などによる受信障害対策として
設置された共同受信施設の改修費用への助成制度

地上デジタル放送に関するお知ら地上デジタル放送に関するお知らせせ

も紹介しています。
□受付期間
①障害対策共聴施設…１２月２８日捷まで
②集合住宅等の共同受信施設…平成２２年１月
１５日晶まで
　申 ・　問 デジサポ助成金相談窓口
（札０５７０－０９３－７２４　平日午前９時～午後
６時）
※ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらな
い方は、（札０３ー５６２３ー３１２１）へ
◆企画政策課
　田 （札４６０－９８００）


